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○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
二

及
び
第
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
就
業
制
限
）

（
就
業
制
限
）

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
各

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は

号
に
掲
げ
る
者
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業

務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
床
上
で
運
転
し
、
か
つ
、
当
該
運

転
を
す
る
者
が
荷
の
移
動
と
と
も
に
移
動
す
る
方
式
の
ク
レ
ー
ン
（
以
下
「

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
」
と
い
う
。
）
の
運
転
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
床
上

操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

令
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
次
の
二
号
に
掲
げ
る
業
務

（
新
設
）

以
外
の
業
務

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
（
第
二

百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械

の
種
類
を
ス
イ
ッ
チ
操
作
の
無
線
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
を
用
い
て
床
上
で
運

転
し
（
ク
レ
ー
ン
の
つ
り
具
の
重
心
を
通
る
鉛
直
線
と
床
面
の
交
点
か
ら

水
平
に
十
五
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
床
上
で
運
転
す
る
場
合
に
限
る
。
）

、
か
つ
、
そ
の
走
行
及
び
横
行
の
定
格
速
度
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以

下
の
ク
レ
ー
ン
（
以
下
「
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
」
と
い
う
。
）
及

び
有
線
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
を
用
い
て
床
上
で
運
転
し
、
か
つ
、
当
該
運
転

を
す
る
者
が
ク
レ
ー
ン
の
走
行
と
と
も
に
移
動
す
る
方
式
の
ク
レ
ー
ン
（

第
三
号
の
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
以
下
「
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
」
と
い
う

。
）
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
を
除

く
。
）

二

令
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー

（
新
設
）

ン
及
び
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
（
以
下
「
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
等

」
と
い
う
。
）
の
運
転
の
業
務

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を

受
け
た
者

三

令
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
有
線
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
を

（
新
設
）

用
い
て
床
上
で
運
転
し
、
か
つ
、
当
該
運
転
を
す
る
者
が
荷
の
移
動
と
と
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も
に
移
動
す
る
方
式
の
ク
レ
ー
ン
（
以
下
「
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
」
と

い
う
。
）
の
運
転
の
業
務

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

た
者
又
は
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

（
就
業
制
限
）

（
就
業
制
限
）

第
百
八
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

第
百
八
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
（
第
二
百
二
十
四
条
の
四

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線

に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受

け
た
者
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の

種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

た
者
を
除
く
。
）
で
な
け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
）

（
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
）

第
二
百
二
十
三
条

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
は
、
次
の
者
に
対
し

第
二
百
二
十
三
条

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
は
、
次
の
者
に
対
し

、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
与
え
る
も
の
と
す
る
。

、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

二

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
ク
レ
ー

で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
ク
レ
ー

ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
も
の
を

ン
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
も
の

除
く
。
）
を
修
了
し
た
も
の

三

第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き

三

第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き

る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン

る
機
械
の
種
類
を
、
床
上
で
運
転
し
、
か
つ
、
当
該
運
転
を
す
る
者
が
ク

・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
で
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転

レ
ー
ン
の
走
行
と
と
も
に
移
動
す
る
方
式
の
ク
レ
ー
ン
（
床
上
操
作
式
ク

士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
う
ち
、
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及

レ
ー
ン
を
除
く
。
以
下
「
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
」
と
い
う
。
）
に
限
定

び
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
合
格

し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
で
、
ク
レ
ー
ン
・

し
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
ク
レ
ー

デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
う
ち
、
第
二
百
二
十
六
条
第

ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
も
の
を

二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
部
分
に
限

除
く
。
）
を
修
了
し
た
も
の

る
。
）
に
合
格
し
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

以
内
に
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
も
の
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四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
限
定
免
許
）

（
限
定
免
許
）

第
二
百
二
十
四
条
の
四

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
者
に
対
し
、
そ
の
取

第
二
百
二
十
四
条
の
四

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
者
に
対
し
、
そ
の
取

り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
に
限

り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
て

定
し
て
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
う
ち
、
第
二

一

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
う
ち
、
第
二

百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に

百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四

限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四

号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ク
レ
ー
ン
限
定
学
科
試
験
合
格
者
」
と
い
う

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ク
レ
ー
ン
限
定
学
科
試
験
合
格
者
」
と
い
う

。
）
で
、
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
実
技
試
験
に
合
格

。
）
で
、
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
実
技
試
験
に
合
格
し
た

し
た
も
の

も
の

二

ク
レ
ー
ン
限
定
学
科
試
験
合
格
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日

二

ク
レ
ー
ン
限
定
学
科
試
験
合
格
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
ク
レ

ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
も
の

ー
ン
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
も
の

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
者
に
対
し
、
そ
の
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
者
に
対
し
、
そ
の
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き

る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
て
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免

る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
て
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免

許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ク
レ
ー
ン
限
定
学
科
試
験
合
格
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日

二

ク
レ
ー
ン
限
定
学
科
試
験
合
格
者
で
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上
無
線
運
転

か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
も
の

式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
も
の

三

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床

三

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床

上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士

上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を

免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の

受
け
て
い
る
者
で
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
実
技
試

実
技
試
験
の
う
ち
、
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
に

験
の
う
ち
、
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
に
合
格
し

合
格
し
、
又
は
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン

、
又
は
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
を
修
了
し
た
も
の

を
用
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
学
科
試
験
等
の
免
除
）

（
学
科
試
験
等
の
免
除
）

第
二
百
二
十
七
条

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に

第
二
百
二
十
七
条

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
又
は
科
目
の
範
囲
で
ク
レ

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
又
は
科
目
の
範
囲
で
ク
レ

ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
全
部
又

ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
全
部
又

は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
又
は
科
目
の
範

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
又
は
科
目
の
範

囲

囲

一

ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上

実
技
試
験
の
全
部

一

ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
（
床
上

実
技
試
験
の
全
部

無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行

運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
も

う
も
の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者

の
を
除
く
。
）
を
修
了
し
た
者
で
、

で
、
そ
の
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し

そ
の
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

て
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の

年
を
経
過
し
な
い
も
の

二

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

二

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び

律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
鉱
山
（
以
下

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
鉱
山
（
以
下

「
鉱
山
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
つ

「
鉱
山
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
つ

り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
以
上
の
ク
レ

り
上
げ
荷
重
が
五
ト
ン
以
上
の
ク
レ

ー
ン
（
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン

ー
ン
（
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
及
び

等
及
び
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
を
除

床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
）

く
。
）
の
運
転
の
業
務
に
一
月
以
上

の
運
転
の
業
務
に
一
月
以
上
従
事
し

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

た
経
験
を
有
す
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用

実
技
試
験
の
う
ち
、
前
条
第
三

一

床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て

実
技
試
験
の
う
ち
、
前
条
第
三

い
て
行
う
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習

項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
床

行
う
ク
レ
ー
ン
運
転
実
技
教
習
を
修

項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
床

を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
修
了
し
た

上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用

了
し
た
者
で
、
そ
の
修
了
し
た
日
か

上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な

い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及

ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
も

行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同

い
も
の

び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

の

項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

二

鉱
山
に
お
い
て
つ
り
上
げ
荷
重
が

二

鉱
山
に
お
い
て
つ
り
上
げ
荷
重
が

五
ト
ン
以
上
の
床
上
無
線
運
転
式
ク

五
ト
ン
以
上
の
床
上
運
転
式
ク
レ
ー

レ
ー
ン
等
の
運
転
の
業
務
に
一
月
以

ン
の
運
転
の
業
務
に
一
月
以
上
従
事

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

し
た
経
験
を
有
す
る
者
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第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定

学
科
試
験
の
う
ち
、
前
条
第
二

第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定

学
科
試
験
の
う
ち
、
前
条
第
二

に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械

項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク

に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械

項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク

の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン

レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。

の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限

レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。

等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク

）
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士

）
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

運
転
士
免
許
を
受
け
た
者

に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第

免
許
を
受
け
た
者

に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第

四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー

四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー

ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並

ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並

び
に
実
技
試
験
の
う
ち
、
同
条

び
に
実
技
試
験
の
う
ち
、
同
条

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
重
複
取
得
の
禁
止
）

（
免
許
の
重
複
取
得
の
禁
止
）

第
六
十
四
条

免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
免
許
と
同
一
の
種
類
の

第
六
十
四
条

免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
免
許
と
同
一
の
種
類
の

免
許
を
重
ね
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

免
許
を
重
ね
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
が
、
当
該
各
号
に
定
め
る
免
許
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

者
が
、
当
該
各
号
に
定
め
る
免
許
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以

一

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以

下
「
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定

下
「
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ

に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン

ー
ン
等
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
床
上
無
線
運
転

（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
床
上
運
転
式
ク
レ

式
ク
レ
ー
ン
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ

ー
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転

ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
て
い
る
者

取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の

士
免
許
を
受
け
て
い
る
者

取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限

種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
又
は
同
条
第
二

定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に

に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た

限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許

二

（
略
）

二

（
略
）

（
免
許
証
の
交
付
）

（
免
許
証
の
交
付
）

第
六
十
六
条
の
二

（
略
）

第
六
十
六
条
の
二

（
略
）

２

(

略)

２

(

略)

３

ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ

３

ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ

と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク

と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン

レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
取
り
扱

・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と

う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転

の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許

士
免
許
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機

若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種

械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を

類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る

与
え
る
と
き
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種

と
き
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク

類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受

レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い

け
て
い
る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な

る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ
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い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
ク
レ
ー
ン
・
デ

ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク

リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
を
、
そ
の
者
が
現
に
有
す
る
免
許
証
と

運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
を
、
そ
の
者
が
現
に
有
す
る
免
許
証
と
引
換
え

引
換
え
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
ク
レ

に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
ク
レ
ー
ン
・

ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
と
異
な
る
種
類
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る

デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
と
異
な
る
種
類
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
と
き
は

と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
に
、
当

、
当
該
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
に
、
当
該
異
な

該
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

る
種
類
の
免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
四
十
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
十
一
条
関
係
）

業
務
の
区
分

業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者

業
務
の
区
分

業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者

（
略)
（
略)

（
略)

（
略)

令
第
二
十
条
第
六
号
の
業

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

令
第
二
十
条
第
六
号
の
業

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

務
の
う
ち
次
の
二
項
に
掲

た
者
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四

務
の
う
ち
次
の
項
に
掲
げ

た
者

げ
る
業
務
以
外
の
業
務

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で

る
業
務
以
外
の
業
務

き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ

ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク

運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

令
第
二
十
条
第
六
号
に
掲

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

（
新
設
）

（
新
設
）

げ
る
業
務
の
う
ち
床
上
無

た
者

線
運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
の

運
転
の
業
務

令
第
二
十
条
第
六
号
の
業

一

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を

令
第
二
十
条
第
六
号
の
業

一

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を

務
の
う
ち
ク
レ
ー
ン
則
第

受
け
た
者

務
の
う
ち
床
上
で
運
転
し

受
け
た
者

二
十
二
条
第
三
号
に
規
定

二

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

、
か
つ
、
当
該
運
転
を
す

二

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

す
る
床
上
操
作
式
ク
レ
ー

を
修
了
し
た
者

る
者
が
荷
の
移
動
と
と
も

を
修
了
し
た
者

ン
の
運
転
の
業
務

に
移
動
す
る
方
式
の
ク
レ

ー
ン
の
運
転
の
業
務

（
略)

（
略)

（
略)

（
略)

令
第
二
十
条
第
八
号
の
業

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

令
第
二
十
条
第
八
号
の
業

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け

務

た
者
（
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四

務

た
者

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で

き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
運
転
式
ク
レ
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ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク

運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
及
び
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機

械
の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー

ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
受
け
た
者
を

除
く
。
）

（
略)

（
略)

（
略)

（
略)
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様
式
第
十
二
号
の
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第16号（第76条関係） 

 

 

 

（     ）運転実技教習修了証 
 

 

   第       号 

 

 

（ふ り が な ）              

氏 名              

 

 

 

年  月  日生   

 

住 所              

 

 

 

 

   上記の者は、  年  月  日より   年  月  日までの間に行った

所定の（         ）運転実技教習を修了したことを証する。 

 

 

     年  月  日 

 

 

都道府県労働局長登録第          号  

 

 

登録教習機関  代表者  氏 名 印  

 備考 

  １ 様式中（  ）内には、揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの別を記入する

こと。 

  ２ 床上無線運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者は、そ

の旨を付記すること。 

  ３ 運転実技教習受講の申込時に旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望があつた

場合には、氏名と併せて括弧書きで併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

事
業
者
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
以
下
「
新
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第

二
十
二
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
十
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
の
運
転
の
業
務
に
つ
い
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て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を

旧
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士

免
許
（
以
下
「
旧
床
上
運
転
式
限
定
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
旧
床
上
運
転
式
限
定

免
許
を
受
け
た
者
を
、
当
該
運
転
の
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
旧
床
上
運
転
式
限
定
免
許
を
与
え
る
も

の
と
す
る
。

一

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
旧
床
上
運
転
式
限
定
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資

格
を
取
得
し
た
者
で
、
施
行
日
に
お
い
て
当
該
免
許
を
受
け
て
い
な
い
も
の

二

附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
試
験
に
合
格
し
た
者

（
免
許
試
験
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
無
線
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運
転
式
ク
レ
ー
ン
等
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い

て
も
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
十
四
号
を
都
道
府
県
労
働
局
長
（
法
第
七
十
五
条
の
二
の
指
定
試
験
機
関
が
行
う
免
許

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
施
行
日
前
に
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学
科
試
験
の
う
ち
、
ク
レ
ー

ン
等
安
全
規
則
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の
に
対
し
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
床
上
運

転
式
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
行
う
実
技
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
十
五
条
の
二
か
ら
第
七
十
五
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
新
ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
又
は
科
目
の
範
囲
で
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
試
験
の
学

科
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
実
技
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
試
験
又
は
科
目
の
範
囲

旧
床
上
運
転
式
限
定
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
、
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
第
二
百
二
十

六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

科
目
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
（
ク
レ
ー
ン
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
実
技
試
験
の
う
ち
、
同
条

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目

２

旧
床
上
運
転
式
限
定
免
許
を
受
け
た
者
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
別
表
第
五
第
五
号
及
び
別
表
第
六
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
「
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
」
と
あ
る
の
は
、
「
旧
床
上
運
転
式
限
定
免
許
」
と
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


